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高レベル放射性廃棄物の最終処分の現況と

今後の方向性について

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部

放射性廃棄物対策課長

横手 広樹 (よこて・ひろき)

京都大学院工学研究科機械工学専攻修了，

経済産業省入省。産業技術環境局資源循環経済

課長，エネルギー・金属鉱物資源機構ロンドン

事務所所長などを経て 2024 年 6 月から現職。

わが国を取り巻くエネルギー情勢は大きく変化している。エネルギー価格の高騰・化石燃料調達の不確実

性の上昇など，わが国エネルギー需給構造の課題が浮き彫りになるなか，化石燃料への過度な依存から脱却

し，エネルギー危機にも耐え得るエネルギー需給構造への転換を進めていくことが重要である。さらには，

DXや GXの進展による電力需要の増加が見込まれており，それに見合った脱炭素電源を十分確保できるか

どうかが，わが国の経済成長や産業競争力を左右する状況にある。このため，第 7次エネルギー基本計画に

おいては，再エネとともに原子力を最大限活用していくことが必要不可欠であると明記している。

原子力を利用していくにあたり，高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題は避けて通れない課題である。

わが国には過去 50 年以上の原子力発電の利用に伴い，すでにガラス固化体換算で 2万 7,000 本相当の高レベ

ル放射性廃棄物や使用済燃料が存在しており，この処分は，原子力発電の恩恵を受けてきた現世代が必ず解

決しなければならない。

現世代の責任として，将来世代に過度な負担を残さないよう，長期にわたる人的管理に依らない最終処分

を可能な限り目指すべきであり，その方法としては現時点では地層処分が最も有望である。こうした国際認

識の下，各国において地層処分に向けた取組が進められており，わが国においても 1976 年より地層処分研究

を開始，わが国における地層処分の技術的な成立性及び信頼性を確認した上で，2000 年より，地層処分に向

けた処分地選定を開始している。

もちろん，｢変動帯の日本で地層処分ができるのか｣との御懸念の声があることも認識している。この点に

ついては，2000 年以降も 2014 年，2024 年に，地質関係の専門家による評価を行い，最新の科学的知見を踏

まえてなお，わが国において地層処分が技術的に実現可能であることを確認してきている。その一方で，将

来世代がより良い処分方法を選択する余地を残すことも重要であり，処分場を埋め戻すまでの間は，処分方

法の見直し(可逆性)や廃棄体の回収可能性を担保する方針としている。

その上で，最終処分場の立地は，/Not In My Back Yard>いわゆるNIMBY問題に加え，世代間負担のあ

り方からも，さまざまな意見や思いが入り混じる難しい課題である。これまで北海道寿都町・神恵内村，佐

賀県玄海町で文献調査を開始させていただき，特に北海道 2自治体では法定の理解プロセスを実施中であ

る。北海道内で実施した 20 回以上の説明会や，本年 4月から玄海町で開始した｢対話を行う場｣には私自身

も出席させていただき，さまざまな御意見に回答させていただいた。引き続き，地域の皆様のご理解を得る

べく，より一層丁寧に対応してまいりたい。

同時に，文献調査地区を更に拡大していくことも不可欠である。全国的な説明会の開催や全国自治体の首

長訪問等を通じ，国主導の取組を強化するのみならず，この難しい社会課題に貢献する地域に対し，社会全

体が敬意と感謝の念を持って応援する機運を醸成してまいりたい。

この問題は，諸外国も試行錯誤している通り容易な課題ではないが，北欧，フランス，カナダでは処分地

を決定するに至っており，決して不可能ではない。この難題を解決するためには，現世代の一人一人が責任

を自覚し，各々の立場や専門性，経験を活かして，主体的に解決に取り組むことが重要である。国が前面に

立ち取り組むのはもちろんのこと，皆様におかれても，原子力に関わる一人として，電気の利用者として，

一層のご理解とご支援をお願い申し上げる。 (2025 年 8 月 20 日 記)

( 1 )日本原子力学会誌，Vol.67，No.11 (2025)
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自分不用の未来
東京慈恵会医科大学 越智 小枝

いわゆる団塊ジュニア世代が定年を迎え，急速に労働

人口が減少する｢2040 年問題｣がいよいよ近づいている。

人口推計によれば，これから 15 年間で生産年齢人口は

1千万人以上減少する1)。この問題に対応するために各

業界ではさまざまな手段を講じている。しかしそれは，

単なる人を数としてしか見ない｢数字合わせ｣になっては

いないだろうか。

ヒトの｢運転期間延長｣と｢次世代革新炉｣

たとえば厚生労働省は｢2040 年を展望した社会保障・

働き方改革について｣2)として以下の取組を挙げている。

1．多様な就労・社会参加の環境整備

2．健康寿命の延伸

3．医療・福祉サービスの改革による生産性の向上

4．給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性

の確保

これは端的に言えば｢全員が健康で(あるいは健康でな

くても)，今よりも長く働こう｣ということだ。どこか原

子炉の運転期間延長を彷彿させる取り組みである。

原子炉の運転期間延長が次世代革新炉や次世代エネル

ギーの中継ぎであるのと同様，ヒトの｢運転期間延長｣も

また，あくまで次世代育成の中継ぎであるべきだ。しか

し人材確保において，われわれは未だに｢旧式炉｣的な人

材確保・育成を続けているように見える。

裁量権の高齢化問題

現状の人口減を見れば，われわれの世代の定年延長は

避けられないだろう。しかしそれは問題の先延ばしに過

ぎない。それだけでなく，｢いいポスト｣に高齢者が居残

り続けることによる社会の硬直も招き得る。極端な話を

すれば，老害化したわれわれの世代により若者の閉塞感

が今以上に増大する可能性もあるだろう。

実は今すでに，組織における若者の裁量権は急速に浸

食されている。これは製品・サービスの安全性や均質化

確保のために種々の規制・社会監視が強化され，雇用者

の｢見習い｣期間が延長したことが一因だ。医師を例に挙

げれば，20 年ほど前は，医師は大学を卒業直後からある

程度の裁量権があり，(患者安全から見た是非はともか

く)1 年目医師が 1人当直を行うこともあった。現在は，

卒業後に最低 2年の初期研修を終えなければ医師として

働けないし，さらに 3年の後期研修を終えなければ専門

科の医師と認められない。もちろんこれは医療の質担保

のために必要な制度である。しかしある程度の責任と裁

量権がなければ医師のやりがいは生まれにくいことを考

えれば，研修期間の延長が若者の勤労意欲を奪っている

可能性は否定できない。これは医療現場に関わらず，ど

の産業でも起きている現象だろう。

｢今の若者は厳しくするとすぐにやめる｣

という言葉をよく耳にする。しかし彼らが辞める理由は

単に厳しくされたからでなく，自分自身を｢やめても替

えがきく｣人材と認識してしまっているからではないだ

ろうか。実際に，会社を辞めた後，一部の若者は起業や

TicToker のような，より激しい世界へ好んで足を踏み

入れている。これはリスクを冒してでも自己実現をした

い，という閉塞感の表れなのではないだろうか。

成長途中の若者に責任を負わせることは，企業にとっ

ても顧客にとっても一種の｢賭け｣である。しかしそれで

も，若者の裁量権こそが良い歴史を作ってきた，と私は

思っている。保護するという名目で責任と裁量権を奪

い，やりがいの芽を摘むのではなく，若者に責任職を任

せるというリスクを冒すのが，今のわれわれの役割なの

ではないだろうか。

｢非労働人口｣の雇用は労働負担を減らすのか

高齢者以外の労働人口を増やす方法として，中途採用

や副業・兼業を増やす，いわゆる｢非労働人口｣の雇用が

ある。専門職・技術職などにおいては，技能を持つ者の

復職は時短であっても重要な戦力になり得る。またライ

フイベントにより退職した女性の復職支援は，ジェン

ダーバランス確保のためにも重要だ。

しかし一方で，彼らの復職は必ずしも 1人あたりの労

働負担を減らさない，という点には留意が必要だ。なぜ

なら｢非労働力人口｣は必ずしも｢労働をしていない人口｣

ではないからだ。

最近の働く女性の状況調査3)では，非労働人口の中で，

就業を希望する女性は 149 万人。このうち 30％が出産・

育児・介護の為に求職できていないと回答している。も

し彼女らが復職すれば，彼女らの担ってきたこれらの

｢無償労働｣は他の誰かに分担されることになる。今の男

性労働者が数十年前に比べ(未だ均等とは言い難いが)は

るかに育児や家事を負担していることからも，｢非労働

人口の活用｣が 1人当たり労働量を減らさない可能性は

( 2 ) 日本原子力学会誌，Vol.67，No.11 (2025)
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高い。雇用の多様化は喜ばしいが，これが実現するため

には，いわゆる無償労働を加味した上で必要人員を正確

に計算する必要があるだろう。

つなぐという業務負担

また通常の有償労働においても，今，他業種連携や多

様性という見えにくい業務負担が急速に増加している。

たとえば平成 6年度原子力白書では｢人材育成の強化

に係る今後の重点的取り組み｣4)につき，以下のように述

べている(下線：筆者)。

・異分野の多種多様な人材交流・連携

・若手技術者の人材確保

・国際機関や海外の研究開発機関での業務経験や協力活

動を通じた人材育成

・規制側の人材の能力向上・維持

・産業界のニーズに応じた産学官の人材育成体制拡充

・若手・女性の活用，専門分野を問わない人材の多様性

確保・次世代教育

・専門家と国民の間の橋渡しをするコミュニケータの育成

下線部は全て，複数の分野やものを｢つなぐ｣作業だ。

これは複数のシングルタスクをこなす能力とは全く別の

技能と時間を要する。多職種連携により通常業務が減る

わけではないことを考えれば，これらの活動は全て業

務・研修負担の増加を意味している。

また，シングルタスク教育をメインに受けてきたわれ

われの世代は，異分野連携・多様性確保と言われると，

つい｢さまざまな領域の専門家を集めたたくさんの講習｣

のような企画を行いがちだ。しかし混ざるばかりで溶け

合わない専門教育は，講習の負担のみ増す，単なる｢専門

教育の林立｣であり，限られた時間の中で連携業務も同

時にこなすための要領や新しい方法を教育しない。

自分がこれまで受けたこともない教育を作ることは難

しい。ましてやその良し悪しは，われわれのような半ア

ナログ世代が評価するものではないだろう。そう考えれ

ば，われわれにできることは，自分にとって最善の材料

を提供しつつ，若者に不要と評価されたものは潔く削っ

ていくことなのではないだろうか。

社会は誰のために

このように若者の裁量権の話ばかりをすると，

｢若者の顔色を窺った結果，社会の機能が維持できなく

なったらどうするのだ｣

という反論も出てくるだろう。私自身も医療の現場で

は，｢若手医師の意見ばかり聞いたら今すぐ医療崩壊す

るのでは｣と不安を覚えることもある。しかしたとえわ

れわれがどんなに国の将来を憂えていようとも，国の方

針を御旗に次世代教育を操作すべきではないだろう。わ

れわれは社会のために人を育成するのではなく，人を育

てるために社会を作るのである。この順番を間違えば，

その先にあるのは労働人口確保の代償として社会のため

に自分を犠牲にせよと推奨する世界だ。

｢(どうして我国では)人間なる思想に重きを置かずに，

何か国に対し君に対して，親に対し夫に対し，子に対し

というように，以外に対しての心がけを教えて，自分一

人誰もいない時に持つべき心がけを教えないであろう

か。…ただただ，他の者に関している義務のみを教えた

ならば，どこかに弱い所が出て来はせぬかと思うところ

は，私数年以前から心配しているところだ。近頃新聞で

イロイロなことを見るに付けて益々持説を信ずる。｣ 5)

これは新渡戸稲造が一次大戦直前の 1914 年 7 月に

行った講演の言葉だ。実際にこの直後から｢国益の為｣と

いう｢以外｣に対する大義名分が暴走し，戦時体制が作ら

れたことを考えれば，彼の懸念は正鵠を射ていたと言え

るだろう。それから 110 年余りが経過した今，人々は再

び｢社会のため｣｢未来のため｣という耳当たりのいい正論

を用い，社会維持の為に若者を消費する世界を作り始め

てはいないだろうか。

自分不用の未来を作る

2040 年問題を目前にしたわれわれ団塊ジュニア世代は

｢自分たちが不用となる社会｣を作ることが望まれる，特

殊な状況を生きている。われわれに課された最優先課題

は，自分が社会でせっかく積み上げたものの中から，｢未

来にとって不用な部分｣を捨てていくこととも言える。

しかし見方を変えれば，自ら社会を断捨離する権利は

われわれの世代の特権なのかもしれない。｢次世代革新

人｣の露払いという，特殊な作業を楽しみたい，と思って

いる。
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